
日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付要綱 

（趣旨) 

第１条 この要綱は、日南町に居住する住民の飲用水の安全性を確保し、健康を

守るために、家庭で使用する飲用水の水質検査を行った者に対して交付する

日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 水質検査 保健所又は計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条の規定に

より登録を受けた計量証明事業者において、水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第４条第２項の規定に基づく水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働

省令第１０１号）に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜

硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物（全有機

炭素（TOC）の量）、ＰＨ値、味、臭気、色度、濁度並びに硬度の１３項目を

検査することをいう。ただし、これの検査項目以外を検査することを妨げるも

のではない。 

(2) 飲用水 日常生活において人の飲用に供されている地下水等であって日南

町が供給する水道水以外のものをいう。 

(補助対象者) 

第３条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。 

(1) 町内水道未普及地域内に住所を有し、かつ、居住していること。ただし、

法人は除く。 

(2) 第２条第１号に規定する水質検査を実施した者 

(3) 町税等を完納していること。 

(4) 本町が実施した水質検査又はこの補助金の交付を受けてから５年を経過し

ていること。 

 (補助金額)  

第４条 この要綱に基づく補助金交付額は、次の各号に掲げる場合において、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 ただし、予算の範囲内とする。 



(1) 水質検査  

 ア 水質検査料金が１万円未満の場合 水質検査料金の２分の１に相当する額  

 イ 水質検査料金が１万円以上の場合 ５，０００円  

 ウ 第２条第１号に規定する検査項目以外のものについては対象としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住民に対する補

助金の額は、水質検査料金の額とする。ただし、水質検査料金が１万円以上の

ときの補助金額は、１万円とする。  

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１２条の規定による生活扶助を

受けている世帯  

(2) 日南町税条例（昭和４５年日南町条例第３０号）第５１条の規定により町民

税が減免されている世帯  

３ 前２項の補助金交付額を算出したときの１００円未満の端数は、切り捨て

るものとする。  

(補助金交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、日南町一般家庭用飲用水水質検

査補助金交付申請書(様式第１号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなけ

ればならない。 

２ 補助金の交付申請は、水質検査をした日の属する年度内に限る。 

(補助金交付決定) 

第６条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、速やかにその内容を

審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、日南町一般家庭用飲用

水水質検査補助金交付決定通知書(様式第２号)により、当該申請者に通知す

るものとする。 

(補助金交付請求) 

第７条 前条の規定により通知を受けた申請者は、日南町一般家庭用飲用水水

質検査補助金交付請求書(様式第３号)を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 

３ 補助金の交付は、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことに

より行うものとする。 



(補助金の返還) 

第８条 町長は、不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があ

るときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることが

できる。 

(委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、

町長が別に定める。 

  附 則 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第５条) 

 

年  月  日  

 

 日南町長          様 

 

申請者 住 所  日南町          

氏 名             印  

電話番号      (   )      

 

 

 

日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付申請書 

 

  

 

飲用水水質検査補助金の交付を受けたいので、日南町一般家庭用飲用水水質検

査補助金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

 

１ 水 質 検 査 項 目   １３項目  

２ 補助金交付申請額            円 

３ 添 付 書 類 

 (1) 検査機関が交付する計量証明書の写し 

 (2) 領収書の写し 

 

 



様式第２号(第６条) 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

日南町長          

 

日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあつた日南町一般家庭用飲用水水質検

査補助金については、日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付要綱第６条

の規定に基づき、下記の条件をつけ補助金の交付を決定する。 

記 

 

1 補助金交付決定額              円 

 

様式第３号(第７条第１項) 

年  月  日  

 

 日南町長          様 

 

申請者 住 所  日南町        

氏 名          印  

 

日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け第  号をもつて補助金の交付決定のありまし

た日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金として、下記の金額を請求します。 

記 

請求金額             円 



 

振

込

先 

金 融 機 関 名   支 店 名   

口 座 番 号 

 

普通 ・ 当座 

No 

フ リ ガ ナ   

名義人氏名   

 


